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○ 総 務 省 告 示 第    号  

 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） 第 四 十 八 条 第 三 項 の 規 定 に 基 づ き 、 昭

和 五 十 五 年 郵 政 省 告 示 第 三 百 二 十 九 号 （ 無 線 設 備 規 則 第 四 十 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 船 舶 に 設 置 す る

無 線 航 行 の た め の レ ー ダ ー で あ つ て 同 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 を 適 用 す る こ と が 困 難 又 は 不 合 理 で

あ る も の 及 び そ の 技 術 的 条 件 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  平 成   年   月  日  

総 務 大 臣  石 田  真 敏   

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重

傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る

対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い

も の は 、 こ れ を 加 え る 。
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改  正  後 改  正  前 

  

一 無 線 設 備 規 則 （ 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 第 四 十 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 、 船 舶 に 設 置 す る 無

線 航 行 の た め の レ ー ダ ー で あ つ て 、 同 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 を 適 用 す る こ と が 困 難 又 は 不

合 理 で あ る も の は 、 次 の と お り と す る 。 

一 無 線 設 備 規 則 （ 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 第 四 十 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 、 船 舶 に 設 置 す る

無 線 航 行 の た め の レ ー ダ ー で あ つ て 、 同 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 を 適 用 す る こ と が 困 難 又

は 不 合 理 で あ る も の は 、 次 の と お り と す る 。 

１ 空 中 線 電 力 が 二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 の も の （ 九 GH
z

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る レ ー ダ ー

で あ つ て 、 施 行 規 則 第 三 十 一 条 第 二 項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る も の に 替 え て 半 導 体 素

子 を 使 用 す る も の に 限 る 。 ） 

２ 空 中 線 電 力 が 五 キ ロ ワ ツ ト 未 満 の も の （ 三 GH
z

帯 及 び 九 GH
z

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る

レ ー ダ ー で あ つ て 、 施 行 規 則 第 三 十 一 条 第 二 項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る も の に 替 え て

半 導 体 素 子 を 使 用 す る も の を 除 く 。 ） 

[ 新 設] 

 

 

１ 空 中 線 電 力 が 五 キ ロ ワ ツ ト 未 満 の も の （ 三 GH
z

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る レ ー ダ ー で あ

つ て 、 現 用 す る 施 行 規 則 第 三 十 一 条 第 二 項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る も の に 替 え て 半

導 体 素 子 を 使 用 す る も の を 除 く 。 ） 

３ 二 ・ 九 GH
z

か ら 三 ・ 一 GH
z

ま で 及 び 九 ・ 三 GH
z

か ら 九 ・ 五 GH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る

レ ー ダ ー 以 外 の レ ー ダ ー 

２ 二 ・ 九 二 GH
z

か ら 三 ・ 一 GH
z

ま で 、 五 ・ 四 六 GH
z

か ら 五 ・ 六 五 GH
z

ま で 及 び 九 ・ 三 二 GH
z

か ら

九 ・ 五 GH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る レ ー ダ ー 以 外 の レ ー ダ ー 

二 前 項 の レ ー ダ ー の 技 術 的 条 件 は 、 次 の と お り す る 。 二 前 項 の レ ー ダ ー の 技 術 的 条 件 は 、 次 の と お り す る 。 

 １ 前 項 第 一 号 に 掲 げ る レ ー ダ ー は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る こ と 。   [ 新 設] 

㈠ Ｐ 〇 Ｎ 電 波 、 Ｑ 〇 Ｎ 電 波 、 Ｖ 〇 Ｎ 電 波 又 は Ｆ ３ Ｎ 電 波 九 ・ 三 GH
z

か ら 九 ・ 五 GH
z

ま で の

周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の で あ る こ と 。 

 

㈡ 指 定 周 波 数 帯 の 範 囲 は 、 九 ・ 三 GH
z

か ら 九 ・ 五 GH
z

ま で と し 、 Ｖ 〇 Ｎ 電 波 を 用 い る 場 合

は 、 そ れ を 構 成 す る Ｐ 〇 Ｎ 電 波 成 分 及 び Ｑ 〇 Ｎ 電 波 成 分 の 占 有 周 波 数 帯 幅 を 合 算 し た も

の が 、 三 GH
z

帯 に あ っ て は 一 〇 〇 メ ガ ヘ ル ツ 、 九 GH
z

帯 に あ っ て は 一 一 〇 メ ガ ヘ ル ツ 以 下

で あ る こ と 。 た だ し 、 Ｐ 〇 Ｎ 電 波 成 分 と Ｑ 〇 Ｎ 電 波 成 分 の 周 波 数 が 重 複 す る 周 波 数 配 置

の も の に あ つ て は 、 各 電 波 成 分 の 占 有 周 波 数 帯 幅 か ら 重 複 す る 周 波 数 の 幅 を 減 じ た 値

が 、 三 GH
z

帯 に あ っ て は 一 〇 〇 メ ガ ヘ ル ツ 、 九 GH
z

帯 に あ っ て は 一 一 〇 メ ガ ヘ ル ツ 以 下 で

あ る こ と 。 

 

㈢ 規 則 第 四 十 八 条 第 一 項 第 六 号 の 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  

㈣ 指 示 器 の 表 示 面 に 近 接 し た 位 置 に お い て 電 源 の 開 閉 そ の 他 の 操 作 が で き る も の で あ る

こ と 。 

 

㈤ 小 型 、 か つ 、 軽 量 で あ り 、 小 型 船 舶 に 適 し た も の で あ る こ と 。  

㈥ Ｐ ０ Ｎ 電 波 の パ ル ス 幅 は 一 ・ 二 マ イ ク ロ 秒 以 下 、 Ｑ 〇 Ｎ 電 波 （ Ｆ Ｍ ／ Ｃ Ｗ の 場 合 を

除 く 。 ） の パ ル ス 幅 は 二 二 マ イ ク ロ 秒 以 下 及 び Ｑ 〇 Ｎ （ Ｆ Ｍ ／ Ｃ Ｗ の 場 合 に 限 る 。 ） 又

は Ｆ ３ Ｎ 電 波 の 周 波 数 掃 引 時 間 は 二 二 マ イ ク ロ 秒 を 超 え 二 ミ リ 秒 以 下 で あ る こ と 。 

 

㈦ 繰 り 返 し 周 波 数 は 、 三 、 〇 〇 〇 ヘ ル ツ （ 変 動 率 は （ ± ） 二 五 パ ー セ ン ト を 超 え な い

こ と ） を 超 え な い こ と 。 

 

㈧ 繰 り 返 し 周 波 数 を 変 動 す る 機 能 を 有 し 、 か つ 、 本 機 能 は 起 動 時 （ 電 源 投 入 時 ） に 動

作 状 態 に あ る こ と 。 
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 ２ 前 項 第 二 号 に 掲 げ る レ ー ダ ー は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る こ と 。  １ 前 項 第 一 号 に 掲 げ る レ ー ダ ー は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る こ と 。 

㈠ Ｐ 〇 Ｎ 電 波 二 ・ 九 二 GH
z

か ら 三 ・ 一 GH
z

ま で 又 は 九 ・ 三 二 GH
z

か ら 九 ・ 五 GH
z

ま で の 周 波

数 の 電 波 を 使 用 す る も の で あ る こ と 。 

㈠ Ｐ 〇 Ｎ 電 波 二 ・ 九 二 GH
z

か ら 三 ・ 一 GH
z

ま で 又 は 九 ・ 三 二 GH
z

か ら 九 ・ 五 GH
z

ま で の 周 波 数

の 電 波 を 使 用 す る も の で あ る こ と 。 

㈡ 指 定 周 波 数 帯 の 幅 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 使 用 周 波 数 の 区 分 に 従 い 、 同 表 の 下 欄 に

掲 げ る 値 の 範 囲 内 で あ る こ と 。 

㈡ 指 定 周 波 数 帯 の 幅 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 使 用 周 波 数 の 区 分 に 従 い 、 同 表 の 下 欄 に

掲 げ る 値 の 範 囲 内 で あ る こ と 。 

 使 用 周 波 数 の 区 分 指 定 周 波 数 帯 の 幅   使 用 周 波 数 の 区 分 指 定 周 波 数 帯 の 幅  

 二 ・ 九 二 GH
z

か ら 三 ・ 一 GH
z

ま で 一 〇 〇 MH
z

   二 ・ 九 二 GH
z

か ら 三 ・ 一 GH
z

ま で 一 〇 〇 MH
z

  

 九 ・ 三 二 GH
z

か ら 九 ・ 五 GH
z

ま で 一 一 〇 MH
z

   九 ・ 三 二 GH
z

か ら 九 ・ 五 GH
z

ま で 一 一 〇 MH
z

  

㈢ 規 則 第 四 十 八 条 第 一 項 第 六 号 の 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。    ㈢ 規 則 第 四 十 八 条 第 一 項 第 七 号 の 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

㈣ 指 示 器 の 表 示 面 に 近 接 し た 位 置 に お い て 電 源 の 開 閉 そ の 他 の 操 作 が で き る も の で あ る

こ と 。 

㈣ 指 示 器 の 表 示 面 に 近 接 し た 位 置 に お い て 電 源 の 開 閉 そ の 他 の 操 作 が で き る も の で あ る

こ と 。 

㈤ 四 分 以 内 に 完 全 に 動 作 す る こ と が で き る も の で あ る こ と 。 ㈤  四 分 以 内 に 完 全 に 動 作 す る こ と が で き る も の で あ る こ と 。 

㈥ 小 型 、 か つ 、 軽 量 で あ り 、 小 型 船 舶 に 適 し た も の で あ る こ と 。 ㈥ な る べ く 小 型 、 か つ 、 軽 量 で あ り 、 小 型 船 舶 に 適 し た も の で あ る こ と 。 

３ 前 項 第 三 号 に 掲 げ る レ ー ダ ー で あ つ て 、 三 二 ・ 三 GH
z

か ら 三 五 ・ 二 GH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波

を 使 用 す る も の は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る こ と 。 

２ 前 項 第 二 号 に 掲 げ る レ ー ダ ー で あ つ て 、 三 二 ・ 三GHz か ら 三 五 ・ 二GHz ま で の 周 波 数 の 電 波

を 使 用 す る も の は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る こ と 。 

㈠ そ の 船 舶 が 雨 雪 等 の 降 つ て い な い 状 態 の 下 で 横 に 一 〇 度 傾 斜 し た 場 合 に お い て も 、 一 三

キ ロ メ ー ト ル の 距 離 に お け る 総 ト ン 数 五 、 〇 〇 〇 ト ン の 船 舶 及 び 三 ・ 七 キ ロ メ ー ト ル の 距

離 に お け る 有 効 反 射 面 積 一 〇 平 方 メ ー ト ル の 浮 標 が 表 示 さ れ る も の で あ る こ と 。 

㈠ そ の 船 舶 が 雨 雪 等 の 降 つ て い な い 状 態 の 下 で 横 に 一 〇 度 傾 斜 し た 場 合 に お い て も 、 一 三

キ ロ メ ー ト ル の 距 離 に お け る 総 ト ン 数 五 、 〇 〇 〇 ト ン の 船 舶 及 び 三 ・ 七 キ ロ メ ー ト ル の 距

離 に お け る 有 効 反 射 面 積 一 〇 平 方 メ ー ト ル の 浮 標 が 表 示 さ れ る も の で あ る こ と 。 

㈡ 二 五 メ ー ト ル の 距 離 に お け る 有 効 反 射 面 積 一 〇 平 方 メ ー ト ル の 浮 標 を 表 示 す る こ と が で

き る も の で あ る こ と 。 

㈡ 二 五 メ ー ト ル の 距 離 に お け る 有 効 反 射 面 積 一 〇 平 方 メ ー ト ル の 浮 標 を 表 示 す る こ と が で

き る も の で あ る こ と 。 

㈢ 次 の 分 解 能 を 有 す る も の で あ る こ と 。 ㈢ 次 の 分 解 能 を 有 す る も の で あ る こ と 。 

⑴ 方 位 角 四 〇 分 以 内 で 等 距 離 に あ る 二 の 目 標 （ 指 示 器 に 表 示 さ れ る も の に 限 る 。 ⑵ 及 び

㈣ の ⑵ に お い て 同 じ 。 ） を 区 別 し て 表 示 す る こ と が で き る こ と 。 

⑴ 方 位 角 四 〇 分 以 内 で 等 距 離 に あ る 二 の 目 標 （ 指 示 器 に 表 示 さ れ る も の に 限 る 。 ⑵ 及 び

㈣ の ⑵ に お い て 同 じ 。 ） を 区 別 し て 表 示 す る こ と が で き る こ と 。 

⑵ 一 ・ 九 キ ロ メ ー ト ル 以 下 の 距 離 レ ン ジ に お い て 、 同 一 の 方 位 に あ り 、 か つ 、 相 互 に 八

メ ー ト ル 離 れ た 二 の 目 標 を 区 別 し て 表 示 す る こ と が で き る こ と 。 

⑵ 一 ・ 九 キ ロ メ ー ト ル 以 下 の 距 離 レ ン ジ に お い て 、 同 一 の 方 位 に あ り 、 か つ 、 相 互 に 八

メ ー ト ル 離 れ た 二 の 目 標 を 区 別 し て 表 示 す る こ と が で き る こ と 。 

  ㈣ 次 の 精 度 を 有 す る も の で あ る こ と 。   ㈣ 次 の 精 度 を 有 す る も の で あ る こ と 。 

⑴ 一 ・ 四 キ ロ メ ー ト ル の 距 離 に お け る 目 標 の 方 位 を 一 度 以 内 の 誤 差 で 測 定 す る こ と が で

き る こ と 。 

⑴ 一 ・ 四 キ ロ メ ー ト ル の 距 離 に お け る 目 標 の 方 位 を 一 度 以 内 の 誤 差 で 測 定 す る こ と が で

き る こ と 。 

⑵ そ の 船 舶 と 目 標 と の 間 の 距 離 を 、 現 に 使 用 し て い る 距 離 レ ン ジ の 一 パ ー セ ン ト 以 内

( そ の 距 離 レ ン ジ が 一 ・ 四 キ ロ メ ー ト ル 未 満 の も の に あ つ て は 、 一 四 メ ー ト ル 以 内) の 誤

差 で 測 定 す る こ と が で き る こ と 。 

⑵ そ の 船 舶 と 目 標 と の 間 の 距 離 を 、 現 に 使 用 し て い る 距 離 レ ン ジ の 一 パ ー セ ン ト 以 内

( そ の 距 離 レ ン ジ が 一 ・ 四 キ ロ メ ー ト ル 未 満 の も の に あ つ て は 、 一 四 メ ー ト ル 以 内) の

誤 差 で 測 定 す る こ と が で き る こ と 。 

  

備 考 表 中 ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 


